
保健センターから学生の皆さんへ 2020年7月21日改定

新型コロナウイルスへの対応について

①

以下の症状がある

・37.5度以上の発熱が2日以上続く

・倦怠感、呼吸困難

・嗅覚、味覚障害

・医療機関の指示に従う。

・出席停止とする。

②

新型コロナウイルス陽性者

と接触した

(濃厚接触者は④へ)

④

感染者または、濃厚接触者

と特定された

【平 日】

月～金曜日 ９：００～１７：００

【夜間・土曜・日曜・祝日は守衛室】

守衛室（0282-87-2101）

新型コロナウイルスに感染、もしくは感染の疑いのある学生は、

保健センター(0282-87-2480)へ連絡すること

経過観察

登校再開の時期については、

授業出席可否等の基準に従う。

【陽性の場合】

（感染あり）

保健センターの指示に従う。

・２週間以内に海外渡航歴がある学生

帰国日を１日目として自宅等で２週間経過観察し、

症状が無ければ出席可とする。

・海外渡航からの帰国後２週間以内の家族・友人等と接触した学生

最後に接触した日を１日目として自宅等で２週間経過観察し、

症状がなければ出席可とする。

③

既に医療機関を受診した

または、

保健所に相談した

※栃木県新型コロナウイルス感染症コールセンターへ相談でも可。(24時間対応) ℡0570-052-092

医療機関受診

・受診あるいは保健所への相談後は、

必ず保健センターへその結果を報告する。

・治癒後は、各学生担当課へ連絡し、

登校の可否等を相談すること。

医学部教務課（0282-87-2419）

看護学部事務室（0282-87-2489）

附属看護専門学校（0282-87-2250）

【陰性・検査不要の場合】

（感染なし）


